
 

 

 

家族の想いをつなぐ 

相続 
元気なうちに遺言を書いておきたい 

親から相続した山林農地を子供には残したくない 

親からの援助で家を建てたけど、相続時精算課税って？ 

空き家になった実家をどうしよう？ 

何を書いたらいい？ どうやって作成するのかしら？ 

○伊藤雅美税理士事務所   

多治見市新町 1 丁目２３番地  多治見市産業文化センター 

連絡先：090-6356-0561/ email: masami-ito@tkcnf.or.jp 

 

〇羽柴さちこ土地家屋調査士・行政書士事務所   

多治見市大畑町 5 丁目 60 番地 

連絡先：0572-22-9714/email: hashiba@jewel.ocn.ne.jp 

 

贈与税? 相続税? どっちになるの？ 

どこに土地があるのかもわからない・・・どうしたらいい？ 

解体して更地になると、税金が高くなるって本当？ 

ご相談ください 

争続・負動産にはしたくない！ 


